
（お知らせ）新型コロナウィルス感染拡大防止のための JACIC サービスの 

一時休止について（変更）（令和２年 4 月 7 日） 

 

平素より格別のご愛顧を賜わり厚く御礼申し上げます。 

当財団では、新型コロナウィルス感染拡大防止及び政府見解を踏まえ、 

４月６日より原則在宅勤務を実施しており、ＪＡＣＩＣの提供するサービスについて、 

一時休止させていただいております。 

 

今般、政府の緊急事態宣言のもとに、東京都知事等から要請が明らかにされましたが、 

JACIC では、公共調達に関する情報提供という社会的使命を果たすため、 

必要なサービスの維持確保に努めつつ、提供するサービスの一部について、 

下記の通り一時休止させていただきます。 

 

関係者の皆様には大変ご迷惑をおかけいたしますが、何卒ご理解ご協力を 

賜りますようお願い申し上げます。 

 

［実施概要］ 

 

〇 期間 ： ２０２０年４月８日（水）～５月６日（水・祝） 

        （状況に応じて期間が延長となる可能性もございます） 

 

〇 一時休止するサービス（詳細は各 URL をご覧ください） 

・ コリンズ・テクリスの一部サービス（お問合せ窓口等） https://cthp.jacic.or.jp/ 

・ 積算システムに関するお問合せ窓口（ﾍﾙﾌﾟﾃﾞｽｸ） 



・ 副産物システム及び発生土システムに関するお問合せ窓口 http://www.recycle.jacic.or.jp/ 

・ ＪＡＣＩＣ ＮＥＴ（建設業ニュース、指名停止情報） http://www.jacicnet.jacic.or.jp/ 

なお、提供を継続するサービスについても、在宅勤務をさらに拡大して実施することから、 

対応が遅くなる場合があるかもしれませんがご了承ください。 

 

〇 問合先 ： メール又は FAX http://www.jacic.or.jp/about/syozai/syozai.html 


